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（新）令和８年４月版 （旧）令和７年８月版 備考 

（評定及び通知の対象） 

第２条 評定及び通知の対象とする委託業務（以下「委託業務」という。）は、次の各号に掲げる業

務のうち、設計金額が１００万円超の委託業務とする。 

（１）測量の委託業務 

（２）札幌市工事施行規程第 2条(1)に定める工事に係わる設計、監理及び地質調査の委託業務 

（３）札幌市工事施行規程第 2条(1)に定める工事以外の工事に係わる設計、監理及び地質調査の

委託業務 

２ 削除 

 

（再説明請求に係る通知） 

第１０条 市長は、前条第２項の回答を行う場合、受注者は説明に係る回答を受けた日の翌日から

起算して１０日（札幌市の休日を定める条例（平成 2年条例第 23号）に規定する休日を含む。）

以内に、札幌市入札・契約等審議委員会に対し、再説明を求めることができる旨を併せて通知す

るものとする。 

 

（評定結果の公表） 

第１１条 第７条により評定の結果を通知したときは、札幌市工事管理室ホームページにおいて、

別記第５号様式の内容を一覧表として、公表するものとする。なお、市政刊行物コーナー（行政

情報課内）の閲覧場所にて紙面による公表も併用できるものとする。 

２～４ 省略 

 

（評定結果の再交付） 

第１２条 要領適用後において、通知公表された委託業務成績評定結果について再発行（証明通

知）を請求することができる。 

２～５ 省略 

 

（その他） 

第１３条 この要領に定めるもののほか、評定の方法等について必要な事項は別に定めるものとす

る。   

 

 

 

（評定及び通知の対象） 

第２条 評定    の対象とする委託業務（以下「委託業務」という。）は、次の各号に掲げる業

務をいう。 

（１）測量の委託業務 

（２）札幌市工事施行規程第 2条(1)に定める工事に係わる設計、監理及び地質調査の委託業務 

（３）札幌市工事施行規程第 2条(1)に定める工事以外の工事に係わる設計、監理及び地質調査の

委託業務 

２ 通知の対象とする委託業務は、前項の業務のうち、設計金額が１００万円超の業務とする。 

 

             

                                             

                                            

                                            

       

 

（評定結果の公表） 

第１０条 第７条により評定の結果を通知したときは、札幌市工事管理室ホームページにおいて、

別記第５号様式の内容を一覧表として、公表するものとする。なお、市政刊行物コーナー（行政

情報課内）の閲覧場所にて紙面による公表も併用できるものとする。 

２～４ 省略 

 

（評定結果の再交付） 

第１１条 要領適用後において、通知公表された委託業務成績評定結果について再発行（証明通

知）を請求することができる。 

２～５ 省略 

  

（その他） 

第１２条 この要領に定めるもののほか、評定の方法等について必要な事項は別に定めるものとす

る。   

 

文言の修正 

 

 

 

 

 

文言の削除 

 

条文追加 
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